
議案第１８号 

   みよし市民病院等の料金等に関する条例の一部改正について 

 みよし市民病院等の料金等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。 

  令和８年３月２日提出 

                         みよし市長 小 山   祐    

 

   みよし市民病院等の料金等に関する条例の一部を改正する条例 

 みよし市民病院等の料金等に関する条例（昭和５２年三好町条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（手数料） 

第４条 診断書、処方せん、証明書又は検案書等の交付を請求するものは、法令に別段の定めがある

ものを除き、別表第３に定める額の手数料を納めなければならない。 

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係） 

手数料 手数料 

区分 金額 

診

断

書

料 

健康診断書 1件につき 2,200

円 

休業のための診断書 1件につき 2,200

円 

身体障害者手帳交付

のための診断書 

1件につき 5,500

円 

死亡診断書その他こ

れに類する診断書 

1件につき 3,300

円 

保険、年金等に関す

る診断書 

1件につき 5,500

円 

検案書料 1件につき 4,400

円 

その他証明書料 1件につき 2,200

円 
 

区分 金額 

診

断

書

料 

健康診断書 1件につき 1,320

円 

休業のための診断書 1件につき 1,320

円 

身体障害者手帳交付

のための診断書 

1件につき 3,740

円 

死亡診断書その他こ

れに類する診断書 

1件につき 2,530

円 

保険、年金等に関す

る診断書 

1件につき 3,740

円 

検案書料 1件につき 2,530

円 

その他証明書料 1件につき 1,320

円 
 

備考 診断書、検案書又はその他証明書につい

て、同一の書類を２件以上交付する場合の手

数料の額は、２件目以降１件につき１，６５

０円とする。 

備考 診断書、検案書又はその他証明書につい

て、同一の書類を２件以上交付する場合の手

数料の額は、２件目以降１件につき１，１０

０円とする。 

   附 則 
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 この条例は、令和８年６月１日から施行する。 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、人件費等の上昇に伴い、診断書作成等に係るみよし市民病院の手数

料を改正するため必要があるからである。 
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